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＜参考＞ 

～国の特別支援教育の充実に向けての動き～ 

○平成 19 年４月  学校教育法の一部改正 

盲学校・聾学校・養護学校を特別支援学校に一本化すること、特別支援学校は小

中学校・高等学校等への助言・支援に努めること、小中学校等において障害のある

児童生徒等に対する適切な教育を行うこと等が規定される。 

  

○平成 20 年３月  小中学校学習指導要領の改訂 

  平成 21 年３月  特別支援学校及び高等学校学習指導要領の改訂 

    障害に応じた指導を工夫することや交流及び共同学習の推進など、さまざまな特

別支援教育に関する取組が改訂のポイントとして盛り込まれる。 

  

○平成 23 年８月  障害者基本法の一部改正 

    「可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育

を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な

施策を講じなければならない」との内容が示される。 

  

○平成24年７月  共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特

別支援教育の推進（報告） 

    インクルーシブ教育システム構築に向けた就学先決定の仕組みの見直し、交流及

び共同学習の充実等、今後の特別支援教育の在り方が示される。 

  

○平成 25 年６月  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消

法）の公布（平成 28 年４月施行） 

    「地方公共団体は障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定

し、及びこれを実施しなければならない」ことが示される。 

 

 


